
定例記者会見資料（令和３年７月１日） 

  コンビニ交付サービスの手数料を一律１５０円に引き下げます！         

 

現在、コンビニ交付サービスで発行する各種証明書は、市役所窓口と同じ３００

円～４５０円の手数料がかかりますが、本日から一律１５０円に引き下げます。ま

た新たに、個人番号入りの住民票の写しや、住民票記載事項証明書も取得できるよ

うになり、マイナンバーカードの利便性の向上や利用促進を図ります。 

窓口への来庁機会を減らすことにより、３密の回避や待ち時間の短縮が図れ、新

型コロナウイルス感染予防への効果も期待されます。 

 

●開始日時 

 令和３年７月１日 ６：３０～ 

 
●各種証明書の手数料 

 一律１５０円 

 

●対象の証明書 

 都城市の以下の証明書が対象です。 

 住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、所得証明書、 

 市県民税所得・課税証明書、市県民税課税証明書、戸籍の附票の写し、 

戸籍謄本、戸籍抄本 

 

●コンビ二交付ができる場所 

 都城市立図書館や全国のコンビニエンスストア等約５万６千の設置拠点 
（別添ポスターを市内のコンビニエンスストア等に掲示） 

 
●その他 
利用者用電子証明書（数字４桁の暗証番号）が付いているマイナンバーカードが

対象。全国どこのコンビニエンスストアでも６：３０～２３：００の都合のいい時
間に証明書が取得できます。 
 
＜参考：窓口等で配布しているチラシ＞ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ】 市民課 電話 23－2128（直通） 


